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（１）利用者支援に関する事業（利用者支援）

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

１　保育所申込み等に関する相談体制

２　 子育て交流サロン「あかちゃん天国」

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

区役所窓口  １カ所  １カ所
  １カ所
  １カ所
  １カ所


　その他
区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

区役所窓口  １カ所  １カ所
  １カ所
  １カ所
  １カ所


　その他
 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所

・保育所申込み等に関する相談体制の構築

　 保育園長経験者を配置し、特別出張所、保健所、保健センター等における出張相談を実施することとし、保
育所の入所や利用に関する相談に応じるとともに、一時預かり保育等相談者の要望に見合った各種の保育メ
ニューに関する情報提供を行います。

　子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要
に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

　　保育園長を経験した元保育士２名を窓口に配置し、保育所入所申込みや保育所利用に関する保護者から
　の様々な問い合わせや相談に対応しています。

　　　　親子のふれあいと交流の場を提供するとともに、子育てに関する情報提供や育児相談、助言を行ってい
　　ます。
　　　実施場所：きらら中央、築地児童館、堀留町児童館、浜町児童館、月島児童館、晴海児童館
　　　　　　　　　　新川児童館（平成26年9月開設予定）
　　　※Ｐ２１「（９）地域子育て支援拠点事業 （子育て交流サロン「あかちゃん天国」）」に事業
　　　 内容を掲載

   

保育所申込等
に関する
相談体制

地域子育て支援拠点事業（子育
て交流サロン「あかちゃん天国」）

実施箇所数

   

保育所申込等
に関する
相談体制

地域子育て支援拠点事業（子育
て交流サロン「あかちゃん天国」）

実施箇所数
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＜実績（参考）＞

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

914 930 952 1,282 1,462

957 716 874 847 738

平成26年度認可保育園入園申込説明会
　実施（延べ４回）　　 参加人数

 　①平成25年11月27日（水）　午前　：　於 日本橋公会堂   50人

 　②　　　　　　　〃　　　 　　　　午後（夕方） ： 於 区役所本庁舎   30人

 　③平成25年11月28日（木）　午前　：　於 区役所本庁舎　　　   40人

 　④　　　　　　　〃　　　 　　　　午後  ：  於 月島特別出張所   60人

「あかちゃん天国」での
相談件数（件）

認可保育所入所申込
受付件数（件）
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（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

72 77 82 86 88

132 143 157 171 172

231 241 251 260 259

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

128 158 158 158 158

　　　　　　①延長保育利用定員数 103 133 133 133 133

　　　　　　②区立スポット固定枠 15 15 15 15 15

　　　　　　③認証保育所枠 10 10 10 10 10

183 243 258 273 273

　　　　　　①延長保育利用定員数 145 205 220 235 235

　　　　　　②区立スポット固定枠 15 15 15 15 15

　　　　　　③認証保育所枠 23 23 23 23 23

373 413 413 413 428

　　　　　　①延長保育利用定員数 269 309 309 309 324

　　　　　　②区立スポット固定枠 18 18 18 18 18

　　　　　　③認証保育所枠 86 86 86 86 86

　②　スポット延長保育固定枠(区立１園あたり３人)

　③　認証保育所の１９時以降保育利用契約者数の実績分（過去５ヵ年のうち最大値）

　 認可保育所や認定こども園等の定期的な教育・保育の事業において、通常保育の前後の時間に、延長し
て保育を行います。

　認可保育所、区立認定こども園（長時間保育）で実施しており、月極利用とスポット利用（１日単位）の２種類
があります。
 　 ・延長時間：通常保育終了時から1時間　概ね18時30分～19時30分
　   月極延長保育料：通常保育料の概ね10％　　　スポット延長保育料：1回400円
  　・京橋こども園のみスポット夜間保育があります。（①19時30分～21時：1回1,000円　②19時30分～22時：
　　　1回1,400円）
　また、認証保育所では、保護者の希望により19時以降の保育終了時間を設定しています。

時間外保育事業利用希望者(人/日)

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域

　①　延長保育利用定員数　：　保育の確保方策にあわせて１園あたり定員15人(分園は10名)の見込みで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延長定員数拡大

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域

利用定員数 (人)
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＜実績（参考）＞

　　京橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26.4.1
ｽﾎﾟｯﾄ延長保育
固定枠(区立１
園あたり３人)

延長保育利用定員数（人） 55 53 53 53 63 103 15

月極延長保育実利用者数（人） 36 34 33 35 46 42

3 4 10 7 8 7

　　日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26.4.1
ｽﾎﾟｯﾄ延長保育
固定枠(区立１
園あたり３人)

延長保育利用定員数（人） 40 50 70 85 115 15

月極延長保育申込者数（人） 32 31 36 34 41 44

14 14 14 23 11 8

　　月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26.4.1
ｽﾎﾟｯﾄ延長保育
固定枠(区立１
園あたり３人)

延長保育利用定員数（人） 123 133 150 169 189 224 18

月極延長保育申込者数（人） 90 91 94 102 114 111

51 47 49 86 86 80

認証保育所19時以降契約者数
(21～25年度は月平均)

認可保育所定員数及び申込者数

認証保育所19時以降契約者数
(21～25年度は月平均)

認可保育所定員数及び申込者数

認証保育所19時以降契約者数
(21～25年度は月平均)

認可保育所定員数及び申込者数
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（３）－１　放課後児童健全育成事業（学童クラブ）

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

103 108 112 122 125

241 259 275 282 320

578 613 669 723 743

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

クラブ数 3 3 3 3 3

定員数(人) B① 110 110 110 110 110

暫定定員数(人) Ｃ① 10 10 10 10 10

クラブ数 2 2 2 2 2

定員数(人) B② 80 80 80 80 80

暫定定員数(人) Ｃ② 5 5 5 5 5

クラブ数 8 8 8 8 8

定員数(人) B③ 320 320 320 320 320

暫定定員数(人) Ｃ③ 30 30 30 30 30

【確保方策（案）－量の見込み】

京橋    （B①＋Ｃ①）　－　A①　　＝ 17 12 8 -2 -5

日本橋 （B②＋Ｃ②）　－　A②　　＝ -156 -174 -190 -197 -235

月島　　（B③＋Ｃ③）　－　A③　　＝ -228 -263 -319 -373 -393

　　確保方策（学童クラブの定員数＋暫定定員数）で不足する需要量のうち、学童クラブと同様の対応を
 希望する者については、放課後子ども教室（プレディ）との連携で対応するものとする。

　※ 暫定定員数：当該年度の応募状況により、暫定的に拡大する定員枠

　京橋地域

　日本橋地域

　月島地域

　　　京橋地域　　 A①

　　　日本橋地域　A②

　　　月島地域   　A③

 　　　学童クラブ入所希望者数（人）

　 放課後帰宅しても保護者が就労等により家庭にいない児童に対して、適切な遊びや生活の場を提供し
て、その健全育成を図る事業です。平日の放課後の他、土曜日、夏休み等の長期休暇中に実施されます。

   区立児童館８館で学童クラブ事業を実施しています。小学校１年生～４年生まで（心身に障害を有する
児童で、集団育成指導が可能と認められる方は小学６年生まで）の児童を対象としています。
・指  導  日 ：月曜日から土曜日。ただし、年末年始及び国民の休日等を除く。
・指導時間  ：下校時から18時まで（土曜日は8時30分から17時まで、春・夏・冬休み等は8時30分から18時
                  まで（土曜日は17時まで））
・指導時間の延長：保護者の勤務の都合など必要と認められる場合は、平日（土曜日を除く）の19時30分
                         まで利用できます。（１回400円　月上限額5,000円）

5



＜実績（参考）＞

　　京橋地域（築地・新川） 各年度4月1日現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

2 2 2 2 2 2

80 85 85 85 85 85

80 85 85 85 85 85

15 9 13 22 3 26

95 94 98 107 88 111

　　日本橋地域（堀留町・浜町） 各年度4月1日現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

2 2 2 2 2 2

80 85 85 85 85 85

80 85 85 85 85 83

16 21 16 26 25 7

96 106 101 111 110 90

　　月島地域（佃・月島・勝どき・晴海） 各年度4月1日現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

7 7 7 7 9 8

255 250 260 270 340 340

250 248 260 270 284 333

23 22 55 62 75 68

273 270 315 332 359 401入所者+待機者

クラブ数

　　　　定員数（人）　　

　　　　入所者数（人）

　　　　待機者数（人）

クラブ数

　　　　定員数（人）　　

　　　　入所者数（人）

　　　　待機者数（人）

入所者+待機者

クラブ数

　　　　定員数（人）　　

　　　　入所者数（人）

　　　　待機者数（人）

入所者+待機者
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（３）－２　放課後子ども教室（プレディ）

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

384 404 421 458 471

606 658 701 726 826

1,245 1,344 1,498 1,654 1,699

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施校数（校） 4 4 4 4 4

想定参加登録者
数(人)

565 593 634 674 720

実施校数（校） 3 3 3 3 3

想定参加登録者
数(人)

782 835 880 933 996

実施校数（校） 5 5 5 5 5

想定参加登録者
数(人)

1,504 1,625 1,730 1,821 1,865

【プレディの充実】

　子どもたちの健全育成を図るため、保護者の就労にかかわらず、放課後や土曜日などに学校施設内で児
童が安全に安心して過ごせる「子どもの居場所」を確保するための事業です。

　 区立小学校16校のうち、12校で「プレディ」を実施しています。（プレディ明正は平成26年9月に開設。中央
小学校「放課後子ども広場」は、平成26年9月にプレディ中央として開設。）
   その小学校に在籍する児童及び通学区域内に居住する児童を対象としています。
・開設校（予定含む）：中央、明石、京橋築地、明正、日本橋、有馬、久松、佃島、月島第一、月島第二、
　　　　　　　　　　　　　 月島第三、豊海
・開 設 日 ：月曜日から土曜日。ただし、年末年始及び国民の休日等を除く。
・開設時間：プレディ設置校の放課後から17時まで（土曜日、春・夏・冬休み等は9時から17時まで）
                ただし、保護者の就労など特別な事情がある場合は18時まで。

　　プレディ参加登録者数（人）

　　京橋地域

　　日本橋地域

　　月島地域

放課後児童健全育成事業（学童クラブ） の不足する需
要量を含む。

　　京橋地域

　　日本橋地域

　　月島地域

１　開設時間の充実　　　　　　学童クラブと同様に、土曜日・長期休業日の開始時間を8時30分から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とするとともに、平日の終了時間を19時30分までに延長する。

２　時間延長の有料化　　　　 学童クラブとの均衡を図るため、時間延長に係る有料化を導入する。
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＜実績（参考）＞

　　京橋地域（明石・京橋・中央） 各年度末現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度末

2 2 2 3 3

569 569 586 855 885

360 344 353 479 518

13,587 15,165 17,910 19,099 22,306

68 76 90 95 111

　　日本橋地域（有馬・久松） 各年度末現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度末

1 1 1 2 2

373 363 365 767 832

223 233 259 484 575

10,360 13,005 12,983 20,683 25,398

52 65 65 102 126

　　月島地域（佃島・月一・月二・月三・豊海） 各年度末現在

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度末

5 5 5 5 5

1,957 2,030 2,029 2,048 2,179

1,108 1,119 1,163 1,199 1,266

37,087 39,890 37,601 40,023 47,454

185 199 189 198 236

実施校数（校）

全児童数（人）

参加登録者数（人） 

実施校数（校）

全児童数（人）

参加登録者数（人） 

平日：年間参加延人数(人)

平日：１日平均参加人数(人)

平日：年間参加延人数(人)

平日：１日平均参加人数(人)

実施校数（校）

全児童数（人）

参加登録者数（人） 

平日：年間参加延人数(人)

平日：１日平均参加人数(人)
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（４）子育て短期支援事業（子どもショートステイ）

＜事業の概要＞

保護者が疾病等により子どもの養育が困難になった場合、宿泊により短期間預かる事業です。

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

65 69 73 77 77

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1

乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1

協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4

6 6 6 6 6

2,190 2,190 2,190 2,190 2,190

定員6人×年間開設日数：365日＝2,190

＜実績（参考）＞

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

3

9 15

２歳～中３
石神井学園

4 68 63 43 24

12

２歳～小６
協力家庭

未実施 未実施 0 0

       年間利用定員延べ人日
定員×年間開設日数：受入最大
枠

延利用宿泊日数（日）

生後７日目～２歳
二葉乳児院

5 0

定員数計（人）

　 生後７日目～中学校３年生の子どもを対象に、区が委託する区外２施設（乳児院、児童養護施設）また
は区内の協力家庭において実施しています。

・利用泊数 　施設 ： 原則６泊７日まで　　協力家庭 ： 原則２泊３日まで
・利 用 料    １泊２日6,000円（以降１日増えるごとに3,000円加算）

年間利用延べ人日見込み
(年間延べ宿泊日数見込み)

定員数（人）
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（５）幼稚園預かり保育 

＜事業の概要・中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞　

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

4,827 5,230 5,893 6,310 6,679

4,744 5,446 6,201 6,804 6,911

6,409 6,574 6,737 6,894 6,954

＜確保方策（案）＞                   ※年間実施日数 ： 365-104(土日)-6(年末年始)-14(祝日)≒240日

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

　・改築後の明正幼稚園について、預かり保育を実施する方向で検討を進めます。

年間利用希望延べ人日

　　　　　京橋地域 

　　　　　日本橋地域 

　　　　　月島地域 

 京橋地域

 日本橋地域

 月島地域

   区立幼稚園は、文部科学省が定める幼稚園教育要領に基づき、午後２時までを標準的な教育時間と
して運営しています。さらに、子育て支援策の一環として、通院・介護など、在園児の保護者ニーズに応
えるため、京橋・日本橋・月島地域の各１園において預かり保育を実施しています。
　　実施園：明石幼稚園、有馬幼稚園、月島第一幼稚園
　　時　 間：通常の教育時間終了後、午後４時３０分まで（夏季休業日等は午前９時～午後４時３０分）
　　対 　象：預かり保育実施園の在園児
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＜実績（参考）＞

　　　京橋地域（明石幼稚園） 各年度４月当初の人数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

67 86 87 88 107 98

登録利用定員（人） 24 24 24 24 24 24

10 16 18 24 22 22

一時利用定員（人/1日あたり） 6 6 6 6 6 6

年間利用実績 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

登録者利用延べ件数（件） 1,418 2,220 2,367 2,386 2,095

一時利用延べ件数（件） 1,773 2,063 2,661 1,887 2,355

3,191 4,283 5,028 4,273 4,450

　　　日本橋地域（有馬幼稚園） 各年度４月当初の人数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

119 131 134 146 158 158

登録利用定員（人） 24 24 24 24 24 24

23 23 24 24 23 24

一時利用定員（人/1日あたり） 6 6 6 6 6 6

年間利用実績 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

登録者利用延べ件数（件） 3,345 2,821 2,963 2,806 2,538

一時利用延べ件数（件） 1,491 2,117 2,031 2,328 2,231

4,836 4,938 4,994 5,134 4,769

園舎改修により、25年7月20日～8月31日の間預かり保育未実施

　　　月島地域（月島第一幼稚園） 各年度４月当初の人数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

121 122 120 115 108 123

登録利用定員（人） 24 24 24 24 24 24

12 12 17 24 20 24

一時利用定員（人/1日あたり） 6 6 6 6 6 6

年間利用実績 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

登録者利用延べ件数（件） 845 1,698 2,213 2,944 2,197

一時利用延べ件数（件） 617 1,121 1,601 1,335 1,302

1,462 2,819 3,814 4,279 3,499

全児童数（人）

登録利用者数（人）

登録利用・一時利用 年間利用件数(件)

登録利用・一時利用 年間利用件数(件)

全児童数（人）

登録利用者数（人）

登録利用・一時利用 年間利用件数(件)

全児童数（人）

登録利用者数（人）

11



（６）一時預かり保育、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、子育て援助活動

　 　支援事業（ファミリー・サポート・センター事業)

＜事業の概要・中央区での取り組み＞

①一時預かり保育

②トワイライトステイ

   保護者が就労等により帰宅が夜間になる場合に、一時的に子どもを預かる事業です。

③ファミリー・サポート・センター

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

21,826 22,888 23,758 24,963 24,494

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

48,052 48,052 48,052 48,052 48,052

年間利用希望延べ人日

年間最大受入延人数

   保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により、家庭での保育が一時的に困難となった子どもについ
て、主として昼間、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業です。

【一時保育】
　  保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により一時的に保育が必要な場合に、子どもを預かります。
　　 ・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、子ども家庭支援センター日本橋分室、
                       晴海こども園、京橋こども園
　　 ・利用時間：午前９時～午後５時（１時間単位での利用）
　　 ・対   　 象： 生後57日目以上の未就学児
     ・利 用 料 ： １時間800円（京橋こども園は実施日により割増料金あり）

【緊急保育】
    保護者の入院等の緊急の理由により、家庭での保育が一時的に困難になったときに、子どもを預かり
 ます。
     ・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、子ども家庭支援センター日本橋分室、
                      京橋こども園
     ・利用期間：原則として２日以上１か月以内
     ・対      象： 生後57日目以上の未就学児
　　 ・利 用 料： １日2,000円　（京橋こども園は実施日により割増料金あり）

※　認証保育所においても、定員の空きを利用して一時預かり保育を実施しています。

 ・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、京橋こども園
 ・利用時間：午後５時から午後10時まで
 ・対　　象：２歳～小学校６年生（京橋こども園は未就学児まで）
 ・利 用 料： １回2,000円

　 依頼会員と提供会員による会員組織を設置し、保育所への送迎や一時的な保育など地域において会
員同士が子育てを相互に援助する事業を実施しています。

 ・利用時間：原則として午前７時から午後８時まで
 ・対　  　象：生後57日目～小学校４年生（軽度の障害を有する場合は小学校６年生まで）
 ・利 用 料 ：１時間800円（上記の利用時間以外の場合は１時間1,000円）
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＜確保方策の内訳＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 算出基礎

1日の定員A 22 22 22 22 22
一時保育：20人
緊急保育：  2人

1日の受入可能
人数B(A×1.8)

40 40 40 40 40
開設時間8h/1回あたり利
用時間4.4h≒1.8(H25実
績)

年間開設日数
（概数）C

345 345 345 345 345
365-6(年末年始)-14(祝
日)=345日

①年間最大受入
可能延人数B×C

13,662 13,662 13,662 13,662 13,662

1日の定員A 6 6 6 6 6
一時保育： 5人
緊急保育： 1人

1日の受入可能
人数B(A×2)

12 12 12 12 12
開設時間8h/1回あたり利
用時間実績3.9h≒2(H25
実績)

年間開設日数
（概数）C

240 240 240 240 240
365-104(土日)-6(年末年
始)-14(祝日)≒240日

②年間最大受入
可能延人数B×C

2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

1日の定員A 17 17 17 17 17
一時保育：15人
緊急保育：  2人

1日の受入可能
人数B(A×1.5)

26 26 26 26 26
開設時間8h/1回あたり利
用時間5.2h≒1.5(H25.10
～H26.3実績)

年間開設日数C 365 365 365 365 365 年中無休

③年間最大受入
可能延人数B×C

9,490 9,490 9,490 9,490 9,490

1日の定員A 15 15 15 15 15

1日の受入可能
人数B(A×1.5)

23 23 23 23 23
開設時間8h/1回あたり利
用時間5.5h≒1.5(H25実
績)

年間開設日数
（概数）C

290 290 290 290 290
365-52(日)-6(年末年
始)-14(祝日)≒290日

④年間最大受入
可能延人数B×C

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670

小計ⅰ ①+②+③+④ 32,702 32,702 32,702 32,702 32,702

1日の定員A 20 20 20 20 20

年間開設日数
（概数）B

345 345 345 345 345
365-6(年末年始)-14(祝
日)=345日

⑤年間最大受入
可能延人数A×B

6,900 6,900 6,900 6,900 6,900

1日の定員A 10 10 10 10 10

年間開設日数
（概数）B

345 345 345 345 345
365-6(年末年始)-14(祝
日)=345日

⑥年間最大受入
可能延人数A×B

3,450 3,450 3,450 3,450 3,450

小計ⅱ ⑤+⑥ 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

500 500 500 500 500

48,052 48,052 48,052 48,052 48,052合計（ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ）

きらら中央

京橋こども園

ファミ
リー・サ
ポート・
センター

ⅲ 活動可能件数
   （25年度実績と同規模）

　　　ⅳ　認証保育所の一時預かり枠
　　　　　（25年度実績と同規模）

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ

きらら中央

日本橋分室

京橋こども園

晴海こども園

一
時
預
か
り
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＜実績（参考）＞

①　一時預かり保育

ア　子ども家庭支援センター

■全地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

乳幼児室 2,591 2,557 2,924 3,081 3,790

幼児室 1,533 1,808 1,668 2,621 2,616

乳幼児室 未実施 61 173 23 8

幼児室 未実施 46 11 48 78

■京橋地域（利用者の居住地域による内訳。以下同じ）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 839 981 1,112 1,288 1,112

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 未実施 21 2 43 36

■日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 220 101 70 245 325

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 未実施 37 13 1 1

■月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 3,065 3,283 3,410 4,169 4,969

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 未実施 49 169 27 49

イ　子ども家庭支援センター日本橋分室（平成２２年９月開設）

21年度
22年度
(9月～)

23年度 24年度 25年度

一時保育 延利用日数（人） 646 1,387 1,697 1,855

緊急保育 延利用日数（人） 20 27 11 25

ウ　晴海こども園（平成24年12月開設）

■京橋地域（利用者の居住地域による内訳。以下同じ）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) ※ 109

■日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) ※ 8

■月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) ※ 1,274

※地域別統計なし
　 24年度の合計：189件

居室別延利用日数（人）

一時保育

緊急保育

乳幼児室：生後57日目～2歳未満
幼児室：2歳から6歳（未就学児）
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エ　京橋こども園 （平成25年10月開設）

■京橋地域（利用者の居住地域による内訳。以下同じ）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 500

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 3

■日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 603

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 7

■月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

一時保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 135

緊急保育
乳幼児室･幼児室
 延利用人数(人) 0

②　トワイライトステイ

ア　子ども家庭支援センター

■全地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

249 165 444 331 469

173 184 242 267 204

■京橋地域（利用者の居住地域による内訳。以下同じ）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

96 37 146 79 197

■日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

41 79 158 76 6

■月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

285 233 382 443 470

イ　京橋こども園（平成25年10月開設）　　幼児室（2歳から未就学児）のみ

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

幼児室 延利用人数（人） 13

児童室（小学生）

幼児室・児童室 延利用人数（人）

幼児室・児童室 延利用人数（人）

幼児室・児童室 延利用人数（人）

居室別延利用人数（人）　

幼児室（2歳から未就学児）
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③　ファミリー・サポート・センター

ア　ファミリー・サポート・センターの会員数・活動件数実績

■京橋地域（会員の居住地域による内訳。以下同じ）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

275 272 279 300 295

61 63 65 65 58

21 21 28 31 27

■日本橋地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

253 271 291 312 335

46 54 59 65 64

22 25 28 29 31

■月島地域

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

549 587 635 692 744

98 103 111 112 110

69 92 103 118 124

イ　ファミリー・サポート・センター事業活動件数（全地域）　就学前・就学後合算

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

5,293 5,094 5,622 5,168 4,464

④　認証保育所の一時預かり実績 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

京橋地域　　　 延利用人数(人) 93 90 65 81 73

日本橋地域 延利用人数(人) 145 168 157 214 176

月島橋地域 延利用人数(人) 525 425 394 349 247

　　活動件数（件）

提供会員数（人）

両方会員数（人）

依頼会員数（人）

提供会員数（人）

両方会員数（人）

　　就学前・就学後合算

依頼会員数（人）

依頼会員数（人）

提供会員数（人）

両方会員数（人）
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（７）乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導）

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

生後２８日以内の新生児及び４カ月までの乳児を対象とする。

【参考】

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,581 1,641 1,722 1,815 1,756

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

　 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の
把握を行う事業です。

　 生後２８日以内の新生児及び４カ月までの乳児を対象に、保健師及び委託訪問指導員（保健師、助産
師）により訪問指導を行うとともに、母親の心の健康状態の把握に努めています。

０歳児人口推計（人）

  実施体制

１　訪問人員
    ３０人程度（区保健師・個人契約助産師・聖路加国際病院
　　訪問看護ステーション）
２　実施機関
　①中央区保健所
　②日本橋保健センター
　③月島保健センター
３　訪問事業以外のフォロー体制
　　ママとベビーのはじめて教室、乳児健診等の機会に行う。
　※フローチャートは下図のとおり

新生児等訪問指導及びフォロー体制のフローチャート

必
要
に
応
じ
て
地
区
担
当
フ
ォ
ロ
ー
・
関
係
部
署
と
連
携
し
た
対
応

妊娠届時に「赤ちゃん訪問連絡はがき」（出生通知書）を交付し、出生後区へ郵送していただくよう依頼する。

新生児訪問
①保健師

②委託助産師

③聖路加訪問看護ステーション

いずれかのスタッフが訪問

ママとベビーのはじめて教室
（来所による保健指導等）

赤ちゃん訪問連絡はがきの返送

３～４か月児健康診査

返
送
の
な
い
方
に
案
内
送
付

参
加
せ
ず

受診せず
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＜実績（参考）＞

21年度
(統計なし)

22年度 23年度 24年度 25年度

出生数 1,434 1,454 1,524 1,703

訪問対象者数  Ａ 1,450 1,480 1,461 1,671

訪問件数　Ｂ 1,010 1,057 1,101 1,249

乳児健診等による把握数  Ｃ 427 405 348 417

訪問率　Ｂ／Ａ 69.7% 71.4% 75.4% 74.7%

把握率　(Ｂ+Ｃ)／Ａ 99.1% 98.8% 99.2% 99.7%

訪問対象者数…出生後、訪問の対象となる時期（３か月時点）に区民である者。転入・転出等の異動が
　　　　　　　　　　 あるため、出生数とは乖離がある。
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＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

＜実績（参考）＞

    養育支援訪問件数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

未実施 90 187 327 75

未実施 18 22 21 20

   要保護児童対策地域協議会会議開催実績

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

17 18 14 17 15
代表者会議・実務者会議・個
別ケース検討会議　開催回数

  実施体制

【養育支援訪問】
　１．アセスメントシートを用いた調査及び聞き取り
　２．養育支援訪問事業検討会議（援助方針の検討）
　　　※保健所・保健センター等との協議
　３．支援計画書作成
　４．養育支援の実施
　　①子ども家庭支援センター相談員または保健所・
      保健センター保健師による訪問相談
　　②ヘルパーによる育児、養育及び家事援助

【要保護児童対策地域協議会】
　・代表者会議　年１回開催
　・実務者会議　年４回開催
　・個別ケース検討会議　随時開催
　・講習会　年１回開催
　※体制（イメージ）図は次頁のとおり

育児・家事援助（件）

専門的相談支援（件）

（８）養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他
　　 の者による要保護児童等に対する支援に資する事業

　 養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支
援を行う事業です。

   保健所等関係機関と連携して養育について支援が特に必要な家庭を把握し、訪問による支援（養
育相談、育児・家事援助）を実施しています。
   また、児童虐待の予防、早期発見や子どもの適切な保護のために、「要保護児童対策地域協議会」
を運営しています。子ども家庭支援センターが調整機関となり、関係機関が円滑に連携できるよう情報
管理を行うとともに、個別ケース検討会議や実務者会議などを開催しています。

 　養育支援が必要な家庭への個別対応、虐待予防・早期発見という事業の性質上、需要量見込みは
設定しない。
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（９）地域子育て支援拠点事業 （子育て交流サロン「あかちゃん天国」）

＜事業の概要＞

　 地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流や仲間づくり、育児相談等を行う事業です。

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

21,113 22,365 22,828 23,315 23,315

37,838 39,184 41,216 44,566 44,429

53,406 56,618 59,922 63,040 61,807

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

＜１箇所１日あたりの量の見込み（利用延べ人数）の算出＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み再掲：年間利用
希望延べ人数（人）A 21,113 22,365 22,828 23,315 23,315

拠点数（カ所）　B 2 2 2 2 2

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人
数D（A／B／C） 31 32 33 34 34
量の見込み再掲：年間利用
希望延べ人数（人）A 37,838 39,184 41,216 44,566 44,429

拠点数（カ所）　B 2 2 2 2 2

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人
数D（A／B／C） 55 57 60 65 64
量の見込み再掲：年間利用
希望延べ人数（人）A 53,406 56,618 59,922 63,040 61,807

拠点数（カ所）　B 3 3 3 3 3

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人
数D（A／B／C） 52 55 58 61 60

開館日数：365-6(年末年始)-14(祝日)=345日　

   子育て交流サロン「あかちゃん天国」として、親子のふれあいと交流の場を提供するとともに、
子育てに関する情報提供や育児相談、助言を行っています。子ども家庭支援センター及び区
立児童館６館で実施しています（平成２６年９月新川児童館の新規開設含む）。
対　象　・０歳から３歳になった最初の３月31日までの間にある乳幼児とその保護者
　　　　　・妊娠中の方

年間利用希望延べ人数（人）

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域

拠点数（カ所）

京橋地域
(築地･
新川)

日本橋地域
(堀留町･

浜町)

月島地域
(きらら中央･
月島･晴海)

      京橋地域

      日本橋地域

      月島地域
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＜実績（参考）＞

　　子育て交流サロン「あかちゃん天国」利用実績

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1 1 1 1 1

5,770 7,410 7,151 7,303 6,382

5,959 7,194 6,729 6,962 6,215

294 295 296 294 295

40 50 47 49 43

　　日本橋地域（堀留町児童館・浜町児童館）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

2 2 2 2 2

10,439 11,873 13,958 14,215 16,691

9,489 11,272 13,015 13,192 15,785

588 590 592 588 589

34 39 46 47 55

　　月島地域（きらら中央・月島児童館・晴海児童館）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

2 2 2 3 3

21,639 23,995 25,300 27,747 34,287

20,929 22,697 24,290 26,638 33,179

637 639 641 750 985

67 73 77 73 68

拠点数（カ所）

乳幼児利用人数(人）　A

保護者利用人数（人）　B

延べ開館日数　C

１箇所１日あたり平均利用人数（人）
（Ａ＋Ｂ）／Ｃ

１箇所１日あたり平均利用人数（人）
（Ａ＋Ｂ）／Ｃ

拠点数（カ所）

乳幼児利用人数(人）　A

保護者利用人数（人）　B

延べ開館日数　C

１箇所１日あたり平均利用人数（人）
（Ａ＋Ｂ）／Ｃ

拠点数（カ所）

乳幼児利用人数(人）　A

保護者利用人数（人）　B

延べ開館日数　C

　　京橋地域（築地児童館）
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（10）病児保育事業（病児・病後児保育事業）

＜事業の概要＞

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞　

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

456 488 522 544 560

593 643 701 759 772

1,477 1,544 1,615 1,683 1,672

＜確保方策（案）＞　　　　　
開業日数は過去の実績に基づき設定

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み再掲：年間利用希
望延べ人日　A 456 488 522 544 560

受入最大枠(人日)
:定員1日6名×開業日数(概
数)250日

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

１日あたりの利用延べ人数Ｂ
（A／250日） 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2

1日あたり定員 6 6 6 6 6

量の見込み再掲：年間利用希
望延べ人日　A 593 643 701 759 772

受入最大枠(人日)
:定員1日4名×開業日数(概
数)235日

940 940 940 940 940

１日あたりの利用延べ人数Ｂ
（A／235日） 2.5 2.7 3.0 3.2 3.3

1日あたり定員 4 4 4 4 4

量の見込み再掲：年間利用希
望延べ人日　A 1,477 1,544 1,615 1,683 1,672

受入最大枠(人日)
:定員1日6名×開業日数(概
数)235日

1,410 1,410 1,410 1,410 1,410

１日あたりの利用延べ人数Ｂ
（A／235日） 6.3 6.6 6.9 7.2 7.1

1日あたり定員 6 6 6 6 6

月島地域
(小森小児科)

・月島地域については、量の見込みが受入最大枠を超え、１日あたりの利用延べ人数が定員を超
える数値となっていますが、実績からみると、現行の受入体制でも十分対応できる状況です。また、
地域間での対応により、受入枠に余裕のある京橋地域（聖路加ナーサリー）での受入れも可能なた
め、経年の状況をみながら、必要に応じて計画の中間年で見直すこととします。

日本橋地域
(さわやか保
育園・日本橋
浜町)

　入院加療の必要のない病中または病気回復期の子どもを保護者が家庭で保育できないとき、医療機関
や保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育する事業です。

　入院加療の必要のない病中または病気の回復期の子どもを保護者が家庭で看護することができないとき、
区が委託する医療機関又は認証保育所の保育室で預かる事業を実施しています。
利用時間：午前９時～午後５時３０分
対　　象：生後７ヵ月～小学校３年生

          年間利用希望延べ人日

京橋地域
(聖路加ナー
サリー )

          京橋地域

          日本橋地域

          月島地域

23



＜実績（参考）＞

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

京橋地域　　※
聖路加国際病院附属保育所
聖路加ナーサリー

日本橋地域
さわやか保育園・日本橋浜
町
月島地域

小森小児科医院

※ 聖路加ナーサリーは平成21年6月から開始。それ以前はポピンズナーサリー京橋で実施。

869

病後児
保育室

333 436 402 472 408

521 833 934 908

利用延べ人数（人）

病児・病後児
保育室

31 294 483 541 589
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（11）妊婦健康診査

＜事業の概要＞

    母子保健法第１３条で、区が必要に応じて妊産婦に対して健康診査を行うことを規定しています。

＜中央区での取り組み＞

＜量の見込み＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

１回目 1,792 1,880 1,982 1,918 1,893

２～１４回目
（延べ件数）

17,104 17,945 18,915 18,306 18,065

＜確保方策（案）＞

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

　

＜実績（参考）＞

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1,693 1,785 1,741 2,021 2,015

１回目 1,529 1,555 1,549 1,800 1,850

２～１４回目 13,948 14,882 14,606 16,873 18,175

　 母体や胎児の健康を守るために必要な妊婦健康診査を医療機関に委託して実施しています。そのうち、妊娠
確定後の検査（最大14回：国基準）及び超音波検査の費用の一部等を助成しています。

妊婦健診受診件数
　　　　　　　　　　（件）

妊婦健診受診件数
　　　　　　　　　　（件）

1 実施場所
①聖路加国際病院ほか区内１０医療機関
②区外妊婦健康診査実施医療機関
2 検査項目
①１回目
 問診、体重測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白定性）、 血液検査、血液
型（ABO型、Rh（D）型）、貧血、血糖、不規則抗体、梅毒（梅毒血清反応
検査）
B型肝炎 （HBｓ抗原検査）、風疹（風疹抗体価検査）
②2回目～14回目
【毎回】
 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導
【週数等に応じ、各回１項目】
クラミジア抗原、C型肝炎、経腟超音波、HTLV-1抗体、 貧血、血糖、B群
溶連菌、NST（ノン・ストレス・テスト）、超音波検査

  実施体制

妊娠届出数
（母子健康手帳交付件数）　（件）
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